
禁止行為の解除承認申請について 
 

消防法で禁止されている行為（火気使用）をホールで行う場合、「禁止行為の解除承認申請書」を管理事務所

及び王子消防署に提出し、承認を得る必要があります。 

 この解除申請は、舞台演出のために喫煙するというだけの場合であっても必要となります。 

 

「禁止行為の解除承認申請書」の受付方法は以下のようになります。 

 

○ 「禁止行為の解除承認申請書」を提出していただく施設 

さくらホール・つつじホール 

※その他の施設は利用案内などに記載された注意事項のとおりに使用していただくため、「禁止行為の解除承

認申請書」を提出していただくことはございません。 

 

○ 禁止行為の解除承認申請に際しては、以下のような書類が必要となります。 

 禁止行為の解除承認申請書 

（記入例は東京消防庁のホームページをご確認ください。） 

 会場管理の計画（屋内消火栓の位置を示したフロア平面図に安全対策、人員配置等を記入してくださ

い。） 

 危険物、防火器具の設置場所及び行為者・消火担当者の位置等を示した平面図（舞台平面図などに

記入してください。） 

 使用危険物の使用内訳 

 危険物の使用時間のわかるもの（タイムスケジュール等に記入してください。） 

 その他（実態により必要となるもの） 

 

○ 上記の構成の申請書を、3部作成していただきます。 

3部の内訳 

・管理事務所用 

・消防署提出用  各 1部ずつ 

・申請者交付用 

 

○ 「禁止行為の解除承認申請書」の申請手順は以下のとおりとなります。 

① 申請書は、同一のものを 3部作成し、管理事務所に提出してください。 

② 管理事務所で確認のうえ、2部返却しますので、その 2部を王子消防署に持参してください。 

③ 王子消防署の許可がおりて、正式な許可となります。 

④ 許可証は使用日当日までに、必ず舞台事務所に提示してください。 

 

※申請書の確認及び消防署の許可までにお時間がかかる場合もありますので、使用日の 2週間前までには

ご申請ください。 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_mokuteki07.html


禁止行為解除承認申請書の手順

申請書3部コピー
3部作成

北とぴあ10階管理
事務所に提出
1部は北とぴあ受理

王子消防署に
2部提出

王子消防署から
連絡のち書類を
１部受理

舞台事務所に
当日までに提示

※2週間までには管理事務所に提出してください。



第２号様式（第８条関係） 

禁止行為の解除承認申請書 

年  月  日  

東京消防庁 

王子消防署長 殿 

申請者 

住 所 

電話   （   ）     

氏 名 

 

火災予防条例第23条第１項の規定による指定場所における禁止行為について、解除の承認を受けた

いので下記により申請します。 

記 

防   火 
対 象 物 

所 在 地 東京都北区王子１丁目１１-１ 

名  称 北とぴあ 

解除の承認 
を受けよう 
とする場所 
（指定場所 
の用途） 

☑ 劇場等 

□ 飲食店等 

□ 百貨店等 

□ 屋内展示場 

□ 映画スタジオ及びテレビスタジオ 

□ 地下街 

□ 重要文化財等 

□ 車両の停車場及び船舶・航空機の 

発着場 

□ ホテル等 

解除の承認 
を受けよう 
とする行為 

期  間 年  月  日から     年  月  日まで 

種  類 内  容 

□ 喫  煙  

□ 裸火使用 

 

□ 危険物品持込み 

 

※ 受 付 欄 ※ 処 理 欄 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 申請者が法人の場合、氏名欄には、その名称及び代表者氏名を記入すること。 

２ 内容欄には、裸火使用については機器名、熱源、最大消費熱量、火炎の大きさ等を、

危険物品持込みについては品名、成分、数量等をそれぞれ記入すること。 

３ 解除の承認を受けようとする場所の平面図のほか、必要な図書を添付すること。 

４ ※欄には、記入しないこと。 

（日本産業規格Ａ列４番） 



会場管理計画書 
 

1. 催物名                    

 

 

2. 会場管理体制 

 

 

避難誘導責任者 

                  

 

会場責任者   初期消火責任者 

                               

 

通報責任者 

                      

     

    警戒責任者 

                      

 

3. 任務内容 

① 会場責任者は、自己および各責任者の所在位置を明確にし、各班の行動について指

揮をする。 

② 避難誘導責任者は、非常口、避難通路をあらかじめ把握し、非常時には安全な場所

への誘導に万全を期す。 

③ 初期消火責任者は、事前に消火器、屋内消火栓等の位置及び取扱要領を確認し、初

期消火体制を整える。 

④ 通報責任者は、非常時すみやかに「場所」「状況」等を的確に防災センターに通報

する。 

⑤ 警戒責任者は、危険物品の持ち込みについての警戒等及び混乱の未然防止を行う。 
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つつじホール全体図面


